
除却工事

※２補助金交付予定額決定通知書の交付日以前に工事を契約した事業は
補助の対象外となります。必ず事前に申請を行ってください。

※３工事の完了報告の際には、申請を行った全ての除却箇所について除却
前後の写真が必要です。撮り忘れ・漏れが無いようご注意ください。

【注意事項】

交付手続きの流れ

佐賀市役所建設部建築指導課
〒８４０−８５０１ 佐賀市栄町１番１号
ＴＥＬ：４０−７１７０ ＦＡＸ：４０−７３９２
E-mail：kenchikushido@city.saga.lg.jp

ご質問・ご相談はまず市役所へ

※１必ず事前に補助の対象となるかご相談の上、お申し込みください。
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